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れている．

　次に，この種の装置の実用化の可能性を考える時，ま

ず最初に最も関心の持たれる点は，従来からの観測方法

との整合性である．この点においては，本装置で観測さ

れた結果は，ラジオゾンデによる高層観測と比較しても

概ね良く一致しており，時間的により詳細な高層風の観

測装置として十分に信頼できると考えられる．また，こ

の種の装置は，その原理上，観測することのできる高度

範囲が大気の状態によって大きく変わることが欠点の一

つと考えられているが，本機で観測された最高高度をゾ

ンデ観測から得られた圏界面高度と比較したところ，対

流圏内はほぼ常時観測可能なことが確認された．これ

は，本装置が現状では機器の状態が不完全なまま観測を

行っていることを考え合わせれば，実用化に耐え得る装

置であると考えられる．また，実用化の際には，その特

徴を生かし，中小規模の気象現象等を考える上で，有効

に使用することが可能な装置であると期待される．
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平成2年度日本気象学会奨励金受領候補者の募集

　昭和45年度より，日本気象学会は，研究費・研究環境

に恵まれない会員の研究を奨励するために，r日本気象

学会奨励金」制度を設けています．

　周知のように昭和51年度からは，小・中・高校の地学

教育に従事されている先生で，特に実践的な気象教育の

研究をおしすすめられている個人またはグループ（少な

くとも代表者は学会員）を，3件のなかの1件と1．て，

特に奨励金贈与の対象とし，気象教育の振興を図る一助

とすることにしました．

　本年度の受領を希望する会員，あるいは，他の会員を

受領者に推薦しようとする会員は，申請要綱に基づき，

下記の形式で応募あるいは推薦をして下さい．

締切：平成2年8月20日必着

送付先：〒100東京都千代田区大手町1－3－4

　　　　　　　気象庁内　日本気象学会事務局気付

　　　　　　　　　　　　奨励金選考委員会

用紙：B5版横書き
記入要領

　1．受領候補者氏名（ふりがな付），印，生年月日，勤

　　務先および地位，連絡先（郵便番号，郵便宛名）．

　2・　研究項目

　3・　研究経過と今後の研究計画（あわせて400字詰原

　　稿用紙4枚以内）
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　　　印刷報告，学会発表のあるものは，題目，雑誌

　　名，巻号頁数，あるいは，題目，学会名，年月を記

　　入し，また，別刷，図表，写真等の参考資料があれ

　　ば添付する．資料は原則として返却しない．

　4．　受領候補者略歴．

　5．推薦の場合は，推薦者氏名，印，勤務先および地

　　位，連絡先（郵便番号，郵便宛名および電話番号），

　　この場合は候補者の印は不要．

注）共同研究は，1件として候補者を連名で記すこと．

奨励金申請についての要綱

　1．　気象学，気象技術，および気象教育の進歩に貢献

　　し得る将来性，発展性のある研究はすべて奨励金の

　　対象となる．完成度の高い研究であることは必要条

　　件ではない．

　2．　大学あるいは研究機関に勤務している会員および

　　他機関から既に研究助成金を受けているものについ

　　ても，原則として対象から除外される．

　3．　受領者の選定は，奨励金受領者選定規定に従っ

　　て，理事長の委嘱する5名の選考委員によって行わ

　　れ，今年度の贈呈は10月24～26日，京都府で開催さ

　　れる秋季大会において行われる予定．

　4．　受領者は，奨励金受領後1力年以内に簡潔な研究

　　報告を理事長に提出する．
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